
米 原 市 の 地 域 資 源 を 生 か す 、 仕 事 を 創 る 

募集期間 

 令和８年５月２２日（金） 

    ～９月 ４日（金） 

審査会予定日 

 令和８年１０月８日（木） 

米原市では、市内の地域資源を生かした新規

創業や地域の課題解決に繋がる事業計画を支

援する当補助事業について、申請者を募集し

ています。 

 

米原市は、滋賀県唯一の新幹線停車駅や高速

道路網など、交通インフラが高度に発達する

とともに、滋賀県の最高峰である伊吹山をは

じめとした豊かな自然があります。また、中

山道の宿場町である柏原宿や醒井宿は当時の

町並みを今に残します。 

 

米原市の補助事業を使って「事業を始めた

い」という気持ちを形にしませんか。 

米 原 市 創 業 ・ 新 事 業 創 出 支 援 事 業 の 申 請 者 募 集 

お問合せ 米原市経済環境部産業政策課  TEL：0749-53-5146 E-mail:syoko@city.maibara.lg.jp  

伊吹山の麓のまち、米原市がわかるウェブサイト 

▼米原の概要編 ▼米原の自然編 

米原市創業・新事業創出支援事業補助金（ 2 0 2 ６ ） 



米 原 市 創 業 ・ 新 事 業 創 出 支 援 事 業 

支 援 内 容 

●補助上限   ： 自由テーマ８０万円、行政テーマ１００万円 

          ※採択年度から３年間申請できる合計補助額です。  

●補助対象経費 ： 人件費、工事請負費、備品購入費など 

●補助金額   ： 補助対象経費の１／２の金額 

申 請 手 続 

１）対象要件：次のいずれかに該当すること 

   【新規創業】事業を営んでいない人が、新たに事業を開始する場合（事業開始から３年未満の人を含む） 

   【第二創業】既に事業を営んでいる人が、既存の事業と異なる分野の事業を新たに開始する場合 

        （第二創業後３年未満の人を含む）  

２）募集事業：地域資源等の活用、または地域課題の解決に繋がる事業のうち、以下のテーマに沿った事業 

   ①【自由テーマ】地域の経済的活力の創出に役立つ事業 

   ②【行政テーマ】子どもの居場所づくり、多世代交流の場、観光客の受入、空家活用のいずれかに繋がる事業 

３）提出書類：米原市公式ウェブサイトから様式をダウンロードしてください。 

       ※米原市商工会に申請内容を事前に相談できますのでご利用ください。 

４）募集期間：令和８年５月２２日（金）から９月４日（金）まで 

       ※採択事業の決定は、専門家による評価委員会によって行います。 

       ※評価委員会には、申請者のプレゼンテーションが必要です。 

５）提出先 ：米原市経済環境部産業政策課（米原市米原1016番地 本庁舎３階） 

       TEL：0749-53-5146 E-mail:syoko@city.maibara.lg.jp  

ま い ば ら 経 営 塾  

 「まいばら経営塾」は、これまでの経験を仕事に生かしたい、自由に仕事がしたいなど、同じ想いを

持った人たちが一緒に学ぶ場所です。創業に必要な知識やノウハウを基礎から学べますので、ぜひお

申し込みください。 

１）期間：令和８年７月９日（木） ～ 令和８年８月２７日（木） 

    午後６時２０分～午後８時３０分 ※初回のみ６時１５分開始 

    木曜日開催、全７回 

２）場所：米原市役所本庁舎（米原市米原１０１６番地） 

３）内容： 

 開催日① ７月 ９日（木） 創業の心構え 

 開催日② ７月１６日（木） 創業計画について 

 開催日③ ７月２３日（木） 事業計画 中間発表 

 開催日④ ７月３０日（木） 販路開拓・情報発信について 

 開催日⑤ ８月 ６日（木） 事業計画の整理・発信 

 開催日⑥ ８月２０日（木） 事業計画の改善 

 開催日⑦ ８月２７日（木） 事業計画 最終発表 

募集期限６月20日 

□ 初心者にわかりやすい！ 

□ 創業の基礎が身に付く！ 

□ 創業計画書が作れる！ 

▼詳しくはこちら 

▼申込はこちら 


